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これまでの経緯これまでの経緯
(１) 県立中央病院と青森市民病院のあり方検討協議会の提言(R3.12月)

持続可能な医療提供体制を構築していくためには、医療資源の重複投資や施設の課題が解消され、医療従事者の集積、集約化などにより
診療機能の向上も期待される｢共同経営の上、統合病院を新築整備することが最も望ましい｣

(２) 知事と青森市⾧による基本方針の表明(R4.2月)

 協議会からの提言を踏まえて、県と市が協議し、｢県立中央病院と青森市民病院のあり方について、青森県と青森市の共同経営による統合
病院を新築整備する｣との基本方針を表明

(３) 検討体制の構築

 県と市の関係部局⾧等で構成する｢共同経営・統合新病院整備調整会議｣の設置(R4.7月)
 ｢青森県病院局・青森市民病院事務局合同検討チーム｣の設置(R4.4月)

(４) 共同経営・統合新病院整備に係る基本的事項の策定(R4.8月)

 共同経営・統合新病院整備に係る基本的事項(９項目)について、県議会・市議会における報告・議論を経てとりまとめ
 共同経営・統合新病院整備に係る基本構想・計画を令和５年度中を目途に策定することを表明

(５) 知事と市⾧会談(R5.9月)

 原則として県と市の共同経営による統合新病院を整備する方針を維持する
 オープンな場で検討を進めるため、「共同経営・統合新病院整備に係る有識者会議」を開催する
 整備場所や公共交通については青森市で主体的に議論する
 新病院整備については病院だけでなく関係部局と一体的に検討を進める
 スケジュールの変更など議会への説明が必要な場合には丁寧に説明する

(６) 有識者会議の開催等

 基本構想・計画の策定に当たって、新病院の医療機能などについて助言等をいただく有識者会議の開催(第1回会議：R5.10月)
 市が主体的に検討を行う整備場所や公共交通などについて都市計画(まちづくり)等の観点から意見等をいただく「(仮称)青森市統合新病院
整備場所等検討会議」開催(第1回会議：R5.11月開催予定)
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共同経営・統合新病院整備に係る検討体制共同経営・統合新病院整備に係る検討体制

青森市設置
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青森県・青森市の共同設置



(仮称)青森市統合新病院
整備場所等検討会議

（11月開催予定)

共同経営・統合新病院整備に
係る有識者会議

〔意見聴取項目(想定)〕
第１回(10/31)・基本的事項に掲げる項目

・今後検討が必要と考えら
れる項目等

第２回以降 ・基本的事項に掲げる項目
・新たに検討する項目等

～～～～～～～～～～～～～～～～～～
第○回 基本構想・計画(素案)
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新病院の基本構想・計画策定の進め方新病院の基本構想・計画策定の進め方

※整備場所や跡地利用について
は、「(仮称)青森市統合新病院
整備場所等検討会議」からの検
討報告後に意見聴取を行う。
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共同経営・統合新病院整備に係る基本的事項共同経営・統合新病院整備に係る基本的事項
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令和４年８月、共同経営・統合新病院について具体的な検討を進めていくに当たり、県と市において整理、確
認しておくべき事項を「共同経営・統合新病院整備に係る基本的事項」としてとりまとめた。



共同経営・統合新病院整備に係る基本的事項共同経営・統合新病院整備に係る基本的事項
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今後検討が必要と考えられる項目等今後検討が必要と考えられる項目等
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●【(仮称)青森市統合新病院整備場所等検討会議」からの検討結果を踏まえて検討する項目】


